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生活保護基準引き下げ訴訟判決を踏まえた改善を求める意見書 

 
最高裁判所は、本年６月２７日、２０１３年から２０１５年にかけて行われた平均６．５％、

最大１０％の生活保護費引き下げについて、その違法性を認め、減額処分を取り消す判決を

言い渡した。 
判決では、国の生活保護行政が、憲法１３条の「個人の尊厳」、憲法２５条及び生活保護

法３条に定めた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害し続けたことを厳しく

断じるものである。 
しかし、国はいまだ生活保護利用者に対して謝罪をせず、減額分を遡及して支給する措置

を講じていない。 
生活保護利用者は、基準引き下げによる長期の影響に加え、物価高騰で生活が一層困難と

なり、人権と生存権が侵害され続けている。 
原告は「一日対応が遅れれば、それだけ命が脅かされていると認識してほしい」と強く訴

えているが、原告１，０２７名のうち２３２名がすでに亡くなっている。 
 よって、国におかれては、生活保護利用者の被害回復のため、早急に謝罪を行い、生活保

護費の減額分を遡及して支給すること。同様の違法行為が二度と繰り返されることがないよ

う、生活保護行政の誤りについて検証し再発防止に努めること。憲法２５条に基づき、国民 
の生存権を守る「最後の砦」として生活保護制度を機能させるよう強く求めるものである。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものである。 
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